
平成28年9月28日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成25年（行ウ）第6号 処分取消等請求事件

口頭弁論終結日 平成28年6月22日

判 決

当事者の表示 別紙1の当事者目録記載のとおり

主 文

］原告卜 |の訴えのうち,金銭請求以外の請求に係る部分は,平

成■年■月■目同原告が死亡したことにより終了した。
2 原告｜ 閨び原告｜ ｜を除く原告らの各訴えのうち,金
銭請求以外の請求に係る部分をいずれ も却下する。

■3原告’ 團除く原告らの金銭請求をいずれも棄却する｡

4訴訟費用は原告I_≦周除く原告らの負担とする。
事 実 及 び 理 由

第1 請求

Ⅱ 原告｜ ｜,原告｜ ｜,原告｜ ｜,原告｜ ｜,原告順 ｜
男;原告1－‐園び原告Ⅱ ｜(以下｢原告ら(本庄市)」という,ただ
し‘原告ロー｜を除く。以下，「原告ら｣というときは,原告｜ ｜を除
く原告らを指すことがある。）

（1）被告本庄市が，平成23年11月28日付けで，部落解放同盟埼玉県連合

会宛てに発した通知（平成23年本人発第85号）の無効を確認する｡

（2）被告本庄市が，本庄市立隣保館設置及び管理に関する条例等を廃止する条

例（平成24年本庄市条例第4号）の制定をもってした；別紙2の集会所等

目録1記載の各集会所。隣保館（以下「集会所等（本庄市) 」という。）を

平成24年3月31日限り廃止する旨の処分の無効を確認する。

（3）被告本庄市は，原告ら（本庄市）各自に対し，100万円を支払え。

2原圖 |及び原告｜ ｜(以下｢原告ら(上里町)」という｡）
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(1)被告上里町が，平成23年12月20日付けで, 部落解放同盟埼玉県連合

会宛てに発した通知（平成23年人共発第33号）の無効を確認する。

（2）被告上里町が, 上里町同和対策審議会条例等を廃止する条例をもってした，

別紙2の集会所等目録2記載の各集会所・隣保館（以下「集会所等（上里

町）」という。）を平成25年3月31日限り廃止する旨の処分を取り消す‘

(3) 被告上里町は，原告ら（上里町）各自に対し) 100万円を支払え。

3原告|－｜原告｜ ｜原告｜ ｜,原告｜ ｜,原告｜ ｜原
告｜ ｜,原告I_ |,原告| |及び原告||(以下｢原告ら
（深谷市）」 とい↑う。）

(1)被告深谷市が，平成24年2月10日付けで,､部落解放同盟埼玉県連合会

宛てに発した通知（平成24年深人権発第259号）の無効を確認する。

（2）被告深谷市が，深谷市集会所条例を廃止する条例（平成24年深谷市条例

第24号）の制定をもってした，別紙2の集会所等目録3記載の各集会所

（以下「集会所（深谷市）」といい，集会所等（本庄市）及び集会所等（上

里町）と併せて「本件各集会所等」という。）を平成25年3月31日限り

廃止する旨の処分を取り消す。

（3）被告深谷市は，原告ら（深谷市) 各自に対し，100万円を支払え。

第2 事案の概要

本件は，被告本庄市，被告上里町又は被告深谷市の住民であり部落解放同盟

の同盟員である原告らが, 被告らにおいて，それぞれ，①部落解放同盟埼玉県

連合会に対して，別紙2の集会所等目録1， 2又は3記載の各集会所・隣保館

の運営等に係る同和対策事業を廃止する旨通知したこ と，②条例を制定して，

上記集会所や隣保館を廃止したことがいずれも違法な処分であるとして，行政

事件訴訟法上の抗告訴訟として，それらの取消し又は無効確認を求めるととも

に，被告ら（原告らがそれぞれ居住する地に対応する地方公共団体である被

告) に対し，国家賠償法1条1項に基づき，集会所や隣保館を利用できなくな
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ったことなどにより被った精神的苦痛に対する慰謝料として，原告ら－人につ

き100万円の支払を求める事案である。

1 前提となる事実（当事者間に争いがないか，掲記した証拠及び弁論の全趣旨

により容易に認められる事実）

（1）当事者（原告ら）等

ア 原告らは，肩書住所地に居住しており ，原告ら（本庄市）は被告本庄市

の，原告ら（上里町）は被告上里町の，原告ら（深谷市）は被告深谷市の

住民である。原告らは, いずれも部落解放同盟の同盟員であり，被差別部

落（同和地区)1 に対する差別や偏見をなくすための活動に参加している。

なお，部落解放同盟は，埼玉県内において，部落解放同盟埼玉県連合会

を組織しており，その地域ごとに支部を置いている。

イけ'原告｜ は,本訴提起後である平成■年■月■日に死亡した。

原告｜ や相続人は,子である｜ ｜,’ 昨叫
であるところ,同人らは,｜ ｜が原告｜ ｜の本件訴訟に係る権
利義務一切を承継することを合意した。（弁論の全趣旨）

H)| |は,上記(ｱ)の合意後である平成|■年ﾛ月ロ日に死亡した。
同人の相続人は｡妻である原司 ｜子である’ ’’ 1

■｜ ｜及回Iであるところ,同人らは,原圖 §：
｜の本件訴訟に係る権利義務一切を承継することを合意した｡

（弁論の全趣旨）

（2）同和対策事業特別措置法の制定及びその後の立法の変遷

ア 「明確な同和対策の目標の下に関係制度の運用上の配慮と特別の措置を

規定する内容を有する『特別措置法』を制定するこ と」を求める昭和40

年の同和対策審議会答申を受けて，昭和44年，同和対策事業特別措置法

が10年間の時限立法として制定された。

同法は，「歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されて
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いる地域（以下「対象地域」という。）について…特別の措置を講ずるこ

とにより，対象地域における経済力の培養，住民の生活の安定及び福祉の

向上等に寄与すること」を目的として（1条）， 「対象地域における生活

環境の改善，社会福祉の増進，産業の振興 職業の安定，教育の充実，人

権擁護活動の強化等を図ることによって，対象地域の住民の社会的経済的

地位の向上を不当にはばむ諸要因を解消すること」を目標に掲げており

（5条）， いわゆる特別対策（同和地区及びそこに居住する同和関係者を

対象とした施策の整備）に関するものであった。

（乙ハ6） ！

イ 特別対策に関する立法等の経過は，以下のとおりである。

同和対策事業特別措置法 昭和44年7月～昭和54年3月

同法一部改正（延長3年） 昭和54年4月～昭和57年3月

地域改善対策事業特別措置法 昭和57年4月～昭和62年3月

地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

昭和62年4月～平成4年3月

同法一部改正（延長5年） 平成4年4月～平成9年3月

同法一部改正（延長5年） 平成9年4月～平成14年3月

（弁論の全趣旨）

ウ 平成14年3月に地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に

関する法律が失効したところ，これにより，特別対策の法令上の根拠がな

くなった。

平成14年度以降の同和対策については，同和地区のニーズに対しては，

他の地域と同様に地域の状況や事業の必要性の的確な把握に努めた上で，

所要の一般対策（同和地区･同和関係者に対象を限定しない通常の対策）

を講じていく ことによって対応することとされていた。

（乙ハ7，弁論の全趣旨）
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(3)集会所・隣保館の起源及び法的位置付け

ア 集会所（同和対策集会所や同和教育集会所という呼称もある。）は,市

町村によって設置されるものであり，同和対策審議会答申（昭和44年)

において「同和地域における教育水準の向上をはかる」ための施設として

位置付けられていた6また，社会教育設備の整備について規定していた同

和対策事業特別措置法の制定に伴って策定された同和対策長期計画（同

年）では，集会所の整備が文部省（当時）計画の一環とされた｡ そして，

地域改善対策事業特別措置法施行令（昭和57年）においても，「社会教

育のための集会所又はその設備の整備に関する事業」に係る規定が設けら

れていた。

イ 隣保館は，19世紀のイギリ スで誕生したセツルメントであるトインビ

ーホールの影響を受けて，我が国では明治時代後期に民間の社会事業家に

より設置された。隣保館の事業は，昭和33年の社会福祉法の改正によつ

て第二種社会福祉事業として法制化され，昭和44年に厚生省（当時）が

作成した「同和地域における隣保館運営要綱」では，その目的は「同和問

題のすみやかな解決に資すること」とされていた。

（甲イ1，弁論の全趣旨）

(4)各被告による集会所・隣保館（以下「集会所等」という ･ ）の設置

ア 被告本庄市は, 本庄市立集会所設置及び管理に関する条例又は本庄市立

隣保館設置及び管理に関する条例 (以下，併せて「設置条例（本庄市）」

という。 ）に基づき，集会所等（本庄市）を設置，管理していた｡’その関

連規定は，別紙3「設置条例の関連規定」の1に記載のとおりである。

なお，設置条例（本庄市）は，本庄市及び児玉町の合併により制定され，

平成18年1月10日に施行された。設置条例（本庄市）の制定，施行以

前は，集会所については，本庄市立同和対策集会所設置及び管理に関する

条例（昭和48年本庄市条例第9号）及び児玉町立集会所の設置及び管理
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条例（昭和40年児玉町条例第17号）に基づき，隣保館については，本

庄市東台会館設置及び管理に関する条例（昭和57年本庄市条例第3号）

及び児玉町立隣保館設置条例（昭和46年児玉町条例第12号）に基づき，

設置運営されていた。

（甲ロ11，14）

イ 被告上里町は，上里町立同和対策集会所の設置及び管理に関する条例

（昭和48年7月27日条例第12号）又は上里町立隣保館設置条例（昭

和49年3月19日条例第5号。以下，併せて「設置条例（上里町) 」と

いう。）に基づき，集会所等（上里町）を設置，管理していた。設置条例

（上里町）の関連規定は，別紙3「設置条例の関連規定」の2に記載のと

おりである。（甲ハ13，14）

ウ 被告深谷市は，深谷市集会所条例（平成18年1月1日条例第149号。

以下，「設置条例（深谷市）」といい，設置条例（本庄市）及び設置条例

(上里町）と併せて「本件各設置条例」という。）に基づき，集会所（深

谷市）を設置, 管理していた。設置条例（深谷市）の関連規定は，別紙3

「設置条例の関連規定」の3に記載のとおりである。

なお，設置条例（深谷市) は，深谷市，岡部町，川本町及び花園町の合

併により制定, 施行されたもので，それ以前においては，集会所（深谷

市）は，その位置に応じて，深谷市同和対策集会所設置及び管理条例（昭

和45年3月28日条例第16．号），岡部町集会所設置及び管理条例（昭

和49年9月17日条例第293号），川本町同和対策集会所設置及び管

理に関する条例（昭和53年6月15日条例第12号）又は花園町立同和

対策集会所設置及び管理条例（昭和52年3月10日条例第2号）に基づ
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(5)各被告から部落解放同盟埼玉県連合会宛てに発した通知
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ア 被告本庄市の市長は，平成23年11月28日頃，部落解放同盟埼玉県

連合会に対し，同日付け「貴会への対応について（通知） 」と題する書面

（本人発第85号）を交付した（以下，当該書面による部落解放同盟埼玉

県連合会に対する通知を「本件通知（本庄市）」という。）。

本件通知（本庄市）の内容には, 同和問題に関する民間運動団体が主催，

関係する話合い等の事業に今後は対応しないこと，運動団体に対する補助

金の交付は平成25年3月31日をもって廃止すること，集会所等（本庄

市）の事業は平成23年度をもって廃止することが含まれていた。

（甲ロ9） ，

イ 被告上里町の町長らは，平成23年12月20日頃，部落解放同盟埼玉

県連合会に対し，同日付け「『今後の同和問題に関する民間運動団体への

対応』について（通知）」と題する書面（人共第33号）を交付した（以

下，当該書面による部落解放同盟埼玉県連合会に対する通知を「本件通知

（上里町）」と いう。）。

本件通知（上里町）の内容には，同和問題に関する民間運動団体が主催，

関係する話合い等の事業に平成23年12日28日より後は対応しないこ

と，運動団体に対する活動費補助金の交付は平成24年度をもって廃止す

ること，集会所等（上里町）の事業は同年度をもって廃止することが含ま
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（甲ハ10）

ウ 被告深谷市の市長は，平成24年2月10日頃，部落解放同盟埼玉県連

合会に対し，同日付け「深谷市における今後の同和対策事業について (お

知らせ）」と題する書面（深人権発第259号）を交付した（以下，当該

書面による部落解放同盟埼玉県連合会に対する通知を「本件通知（深谷

市）」といい，本件通知（本庄市）及び本件通知（上里町）と併せて「本

件各通知」という。）。
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本件通知（深谷市）の内容には，同和問題に関する民間運動団体が主催，

関係する話合い等の事業に平成24年4月1日以降は対応しないこと，深

谷市運動団体活動事業費補助金交付要綱は同年3月31日をもって廃止す

ること，集会所（深谷市）の運営事業は平成25年3月31日をもって廃

止することが含まれていた。

（甲二8，乙二1）

(6)本件各設置条例の廃止

ア 本庄市議会は，平成24年3月21日，設置条例（本庄市）等の廃止を

内容とする「本庄市隣保館設置及び管理に関する条例等を廃止する条例」

（以下「廃止条例（本庄市）」という。）を可決した｡ 同条例は，同年4

月1日に施行された。 （甲ロ10，乙ロ7）

イ 上里町議会は，平成24年12月10日，設置条例（上里町）等の廃止

を内容とする「上里町同和対策審議会条例等を廃止する条例」（以下「廃

止条例（上里町）」という。）を可決した｡ 同条例は，平成25年4月1

日に施行された｡ （甲ハ11，弁論の全趣旨)

ウ 深谷市議会は，平成24年12月14日，設置条例（深谷市）の廃止を

内容とする「深谷市集会所条例を廃止する条例」（以下，「廃止条例（深

谷市）」といい，廃止条例（本庄市）及び廃止条例（上里町）と併せて

「本件各廃止条例」という。）を可決した。廃止条例（深谷市）は，平成

25年4月1日に施行された。 （乙二13，弁論の全趣旨）

2 争点

（1）本案前の争点

ア 本件各通知に処分性があるか。（争点1）

イ 本件各廃止条例の制定行為に処分性があるか。（争点2）

（2）本案の争点

ア 無効確認及び取消請求について
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本件各通知及び廃止条例（本庄市）の制定行為に無効事由があるか。ま

た，廃止条例（上里町）及び廃止条例（深谷市）の各制定行為に取消事由

があるか。（争点3）

イ 金銭請求について

本件各通知及び本件各廃止条例の制定行為等が国家賠償法（以下「国賠

法」という。）1条1項の適用上違法といえるか。 （争点4）

3 争点に対する当事者の主張

(1)争点1(本件各通知に処分性があるか）について

（原告らの主張）

原告らは，本件各通知によって，各居住地に対応する被告らから人権教育

の推進，相談事業 自立支援, 地域交流の促進，部落解放団体への対応及び

似非同和行為の排除などの差別解消，人権擁護施策を受ける権利を失った。

そうすると，本件各通知はj原告らの権利義務を直接変動させるものといえ

ることから，本件各通知には処分性がある。

（被告本庄市の主張） ・

本件通知（本庄市）は，被告本庄市が，今後， 人権教育及び人権啓発の推

進に関する法律（以下「人権教育法」という。）に基づき，同和問題もあら

ゆる人権問題の中の一つとして位置付けた上で，教育及び啓発を中心とした

取組を進める旨の通知であって，原告ら（本庄市）の何らかの権利の消長や

変動を生じさせるものではない。したがって，本件通知（本庄市) ,には処分
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性がない。

（被告上里町の主張）

本件通知（上里町）は，被告上里町が，部落解放同盟埼玉県連合会に対し，

政治的な方針や同和問題に関する民間運動団体への対応方針を事実上通知し

たものにすぎず，法令に基づいてされたものでも，公権力の行使として直接

相手方の権利義務の変動をもたらすような法的効果を持つものでもない。し
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たがって，本件通知（上里町）には処分性がない。

（被告深谷市の主張）

本件通知（深谷市）は，平成24年2月10日』深谷市議会議員全員協議

会において「深谷市における今後の同和対策事業についての基本方針」が報

告され， これが定められたという事実を，被告深谷市が部落解放同盟埼玉県

連合会に知らせたものにすぎず, 直接，原告ら（深谷市）個人の具体的な権

利義務を形成し，又はその範囲を確定することが法律上認められているもの

に当たらないことは明らかである。したがって，本件通知（深谷市）には処

分性がない。 ’

(2)争点2（本件各廃止条例の制定行為に処分性があるか）について

(原告らの主張）

ア 主張の骨子 ’

本件各集会所等の廃止は，本件各廃止条例の制定によるものであるとこ

ろ，一般に，条例の制定行為は，他の行政処分を待つことなく，国民の権

利義務や法的地位に直接の影響を及ぼし，実質的に行政庁の処分と同視し

得る場合には，処分性が認められるものである。

しかるところ，本件各集会所等の廃止は，通常は行政庁の処分をもって

行われる公物の廃止行為が，地方自治法によって特に条例によることが求

められているために，やむを得ず，本件各廃止条例の制定という法形式に

よったものにすぎない。そして，原告らは，本件各廃止条例の制定行為に

よって，直ちに，原告らの個人的法益として法律上保護されていた「集会

所等を同和問題の解決， 人権擁護・人権教育のための拠点として利用する

権利」を失った。このように，本件各廃止条例の制定行為は実質的に行政

庁の処分と同視し得るというべきであるから，当該制定行為には処分性が

ある。

イ 「集会所等を同和問題の解決，人権擁護･ 人権教育のための拠点として
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ど

利用する権利」の保障の根拠について

(ｱ）原告らは，人権教育法7条に基づいて策定された国の人権教育等基本

計画及び同法5条に基づいて被告らにおいて策定された同和行政基本計

画並びに本件各設置条例によって，集会所等について，これを単に利用

することにとどまらないものとして，「集会所等を同和問題の解決，人

権擁護・人権教育のための拠点として利用する権利」を保障されていた6

このことは，同和対策事業特別措置法等による特別対策や人権教育法

及び本件各設置条例において, 集会所等が，同和問題の解決を中心とし

た人権擁護1．人権教育活動等の推進のための拠点として位置付けられて

いること，その目的を達成するためには，集会所等が，物理的な利用が

できることのみならず，指導員，運営委員会及び同和対策審議会といっ

た同和問題の解決・人権教育推進等の方策の支援のために整備された制

度の有機的な拠点として機能する必要があること，現に集会所等がこれ

までそのような機能を果たしてきたことに照らして明らかである。そし

て，地方自治体による同和行政の実施は国法上の要請ないし法的義務で

あることからすれば，上記のような集会所等の機能や位置付けが；これ

を設置，運営する各地方自治体の独自の裁量や判断によって左右･される

余地はないというべきである。

(ｲ）原告らの「集会所等を同和問題の解決，人権擁護・人権教育のための

拠点として利用する権利」は，憲法21条1項及び25条1項によって

：も保障されている。

すなわち，集会の自由の一側面として他者と交流する権利があること

は一般に承認されているところ，当該権利は文化的な最低限度の生活の

ために不可欠なものであることから，当該権利には，交流のために必要

な「場」である公共施設，パブリック・フォーラムの確保，利用といっ

た給付を積極的に求めることができる権利も含まれていると解すべきで
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旦

ある（このような積極的な側面は，元来表現の自由に関わるパブリック

、フォーラムの設置及び廃止に関する公権力の裁量を制限し，これを厳

格に統制すべき根拠となるものである。）。

そして，集会所等がパブリック・フォーラムに当たることは，集会所

等が，同和地区内外の交流の拠点となり，被差別者の人格的生存を支え

てきた施設であることからして明らかであり，そのような「集会所等を

同和問題の解決, 人権擁護・ 人権教育のための拠点として利用する」こ

とを積極的に求める権利は，憲法上保障されているものといえる。

(ｳ）そして，原告らの「集会所等を同和問題の解決，人権擁護・人権教育

のための拠点として利用する権利」は，原告らを含む同和地区の住民そ

れぞれの個人的利益であり，同和地区に集会所等が設置されていること

による反射的利益ではない。

このことは，集会所等の設置の目的である同和問題の解決及び人権教

育の推進は，本質的に，同和地区の住民の基本的人権の根幹を保護し，

その権利を回復していくことに直結するものであること（この意味にお

いて，集会所等には，公園や公民館等の通常の公的施設とは全く異なる

意義がある。），同和問題の解決のためには，被差別の当事者である原

告ら同和地区の個々の住民の手によって人権教育及び人権擁護の推進が

図られることが必要であること，その活動のためには，公的支援により

人的な連携が整備された拠点が必要不可欠であることなどに照らして明

らかである。

ウ 原告らは，本件各廃止条例の制定によって，上記のとおり個人的利益と

して法律上保護されていた「集会所等を同和問題の解決，人権擁護・人権

教育のための拠点として利用する権利」を喪失した。

同和問題の解決，人権擁護及び人権教育のための拠点として機能し得る

集会所等は本件各廃止条例により一斉に廃止されたのであり，同様の機能
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を持つ代替的な施設は存在しないのであるから，原告らが上記権利を喪失

したことは，一部の集会所等が通常の公の施設として利用することが可能

であることとは関係がない。

（被告本庄市の主張）

以下のとおり，設置条例（本庄市）の制定は，原告ら（本庄市）の権利義

務の変動を生じさせるものではないから，これを廃止する内容の廃止条例

（本庄市）の制定行為には処分性がない。

ア すなわち，設置条例（本庄市）上，集会所等（本庄市）を利用すること

ができる者は限定されていないし，集会所等が地方自治法244条1項に

いう「公の施設」と位置付けられていることからすれば，集会所等（本庄

市）は，同和対策のための特別な公共施設であるとは考えられない｡ した

がっ て，原告ら（本庄市）に，同和対策の目的のために集会所等（本庄

市）を利用する権利が特別に保障されていたとはいえない。

イ また，廃止された集会所等（本庄市）の多くは集会施設又は公民館とし

て存続しており，これらは原告ら （本庄市）も利用可能であるから, 原告

ら（本庄市）は，原告らが主張する公共施設又は公共的施設を利用する権
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利を失ってはいない。
1

1

（被告上里町の主張）
〉

条例は，通常，一般的抽象的な権利義務を定めるものであるから，処分性

が否定されるのが一般であるが，実質的にみて，条例によって行政主体と私

人との間の個別具体的な権利義務の変動を生じさせるといえる場合には，例

外的に, 当該条例の制定行為について処分性を肯定することができる。

これを本件についてみると，集会所等（上里町）は,…公の施設（地方自治

法244条1項）であり，住民であれば誰でも利用することができ，正当な
』一、

理由がない限り，その利用を拒むことはできないものであるから（同条2：

項），集会所等（上里町）は，原告ら（上里町）特定の者に対して，その利
I

1

1
月

’
I
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1

1

用が保障されたものであるとはいえない。また，同和対策事業特別措置法等

による特別対策が平成14年に廃止されていることからしても，同和問題解

決のための特別な拠点として集会所等を利用することができる原告ら（上里

町）の個別具体的な権利など存在しない。 したがって，廃止条例（上里町)

の制定によって，被告上里町と原告ら（上里町）との間の個別具体的な権利

義務の変動が生ずることはあり得ず，当該制定行為には処分性がない。 ｛

（被告深谷市の主張）

条例の制定行為は，通常，一般的・抽象的な法規範を定立する立法作用で

あり，原則として個人の具体的な権利義務又は法的利益に直接の法的効果を

及ぼすものではないか ら処分性はないのであり，例外的に処分性が認められ

るのは，他に行政庁の具体的な処分を経ることなく，当該条例自体によって，

その適用を受ける特定の個人の具体的な権利義務又は法的利益に直接影響を

生じさせ，行政庁の処分と同視することができるような場合であると解され
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これを本件についてみると，集会所（深谷市）は，平成14年3月に国に

よる同和問題の特別対策の終了後に公布施行された設置条例（深谷市）に基

づき，広く一般に深谷市民の利用に供されてきた施設であり，被告深谷市は，

正当な理由がない限り，全ての住民が利用することを拒めず，全ての住民が

集会所を利用することについて，不当な差別的取扱いをしてはならないので

あって（地方自治法244条2項，3項）， 実際に，全ての深谷市民が利用

していた｡ また，同和問題の特別対策から一般対策への移行の過程で，深谷

市内に設置されている公民館においても，集会所（深谷市）で行われていた

のと同様の人権教育・啓発の推進，生活・教育相談に係る事業が展開されて

いた6これらの事実に照らせば，「集会所・隣保館等を同和問題の解決，人

権擁護・人権教育のための拠点として利用する権利」が原告らの個人的法益

として法律上保護されていたなどといえないことは明らかであり，廃止条例

，
Ｆ
‐

祠
町
，
』
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e

’

（深谷市）の制定によって, その適用を受ける原告ら（深谷市）特定の個人

の具体的な権利義務又は法的利益に直接影響が生じることはなく，行政庁の

処分と同視することはできないから，廃止条例（深谷市）の制定行為には処

分性はない。

(3)争点3（本件各通知及び廃止条例（本庄市）の制定行為に無効事由がある

か。また，廃止条例（上里町）及び廃止条例（深谷市）の各制定行為に取消

事由があるか) について

（原告らの主張）

ア 主張の骨子’

被告らは，部落差別が解消していないにもかかわらず，本件各通知及び

本件各廃止条例の制定によって, それまで実施していた同和行政を廃止し

たものである。当該廃止には，合理的な理由は全くなく，相応の代替的な

措置が採られることもなかった上，同和対策事業の継続に対して信頼を寄

せていた被差別者の手続的な関与のない一方的なものであったことからす

れば，本件各通知及び本件各廃止条例の制定行為は，被告らの裁量権を逸

脱，濫用したものであり，その違法は重大かつ明白なものである。

したがって，本件各通知及び本件各廃止条例の制定行為には，無効事由

又は取消事由に当たる違法がある。

イ 同和行政は，被差別者の基本的人権の根幹にかかわるものであり，各地

方自治体は，同和対策特別措置法等による特別対策の終了, 人権教育法の

施行による一般対策への移行の前後を通じて，部落差別が現存する限り，

同和行政を積極的に推進すべき法的義務を負っている。このことに加え，

パブリック・フォーラムという集会所等の法的性質及び機能にも鑑みると，

同和行政に関する裁量の幅は相当限定されており，同和行政の廃止は，部

落差別の解消という目的達成の後でなければ原則として許されず，廃止に

やむを得ない事情があったとしても，部落差別の解消に同程度に資する代
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そ

替措置が採られなければならないというべきである｡

これを本件についてみると，現在も深刻な部落差別が横行しており，本

件各通知及び本件各廃止条例の制定時において部落差別が解消したと いえ

るような状況になかったことは明らかであるし，集会所等の事業を含む同

和行政の廃止についてやむを得ない事情などなかった。そして, 集会所等

は，同和問題の解決・人権教育推進等の方策の遂行を支援す‘るために整備

された制度の有機的な拠点として機能するものであったところ，被告らは，

このような機能を持つ代替施設や部落差別の解消のために同程度に有効な

代替事業を何ら提供しておらず，被告らが現在行っている一般対策として

の人権事業は，同和行政の廃止を正当化できるようなものではない｡

ウ 原告らは，同和行政の継続を信頼しており，被告らが同和行政を廃止し

たのは，原告らのかかる信頼を裏切るものであった。

一般に，被差別の当事者を抜きにして差別の解消を図るための方策を決

定することが許されないのは当然であり，部落差別の解消のための同和行

政は，その性質上，意見聴取の機会を設けることなどによって，原告らを

含む被差別者を参加させ, 包摂する手続を履践することが求められている。

そして，現に，被告らは，これまで，同和行政において実施する事業の内

容を決定する際には，原告らを含む被差別当事者の運動団体との行政交渉

を行ってきており，原告らのみならず，被告ら行政側においても行政交渉

に対する信頼が醸成されていた。その上，被告らは，行政交渉の場におい

て同和対策の継続及び必要性を繰り返し表明していたのであるから，原告

‘らが同和対策事業の継続を信頼するのがもっともであるといえる客観的な

事情が存在していた。そうすると，原告らに権利や利益（上記(1)及び(2)の

原告らの主張欄参照）をもたらしていた同和対策事業の継続に対する原告

らの信頼は，法的保護に値するものといえる。

したがって，一方的かつ唐突に，代替措置を採ることもなくされた本件
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L

各通知及び本件各廃止条例の制定による同和行政の廃止は，一般原則であ

る信頼保護の原則に反し，この点においても，被告らの裁量権を逸脱，濫

用したものとして違法である。

h

l
l

1

6

（被告本庄市の主張）

被告本庄市は，平成14年に同和対策事業特別措置法等による特別対策が

終了した後において，独自に，集会所等（本庄市）の事業を含む一般対策を

行ってきた。これにより，生活環境を始めとする基盤整備等の状況は大きく

改善され，教育，就労及び産業の面で著しい格差がな くなるという成果が上

がった反面，その弊害として，マイナスイメージの固定化や運動団体への補

助金の公平性や透明性の維持の困難等が認識されるに至った。

同和対策事業の廃止を含めた同和行政にも広範な裁量が認められるべきで

あるところ, 本件通知（本庄市）及び廃止条例（本庄市）の制定は，上記の

ような同和行政の成果と弊害の認識を踏まえ，同和問題を人権問題の一つと

して位置付け，その施策において広く全市民を対象と した事業を推進すべき

時期にきているとの判断の下，市議会での議論等，相応の手続を経た上で決

定したものである。そして，廃止された集会所等（本庄市）の多くは原告ら

（本庄市）も利用可能な集会施設又は公民館として存続しており，代替的な

措置も講じられている。

以上によれば，本件通知（本庄市）及び廃止条例（本庄市）の制定行為に

は, 裁量権の逸脱・濫用などないことは明らかである。

●
●

●
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（被告上里町の主張）

本件通知（上里町）及び廃止条例（上里町）の制定は，平成14年に同和

対策事業特別措置法等による特別対策が終了した後も，被告上里町が行って

きた様々な同和対策や事業(運動団体への補助金や集会所等の事業を含

む。）の成果を踏まえ，今後は同和問題もあらゆる人権問題の中の一つとし

て位置付けj 人権教育・啓発の推進のための様々な事業を行うよう方針を変
b
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更したことによるものである。そして, このような方針変更の下にされた本

件通知（上里町）及び廃止条例（上里町）の制定行為には，以下のとおり，

原告らが主張する違法はない。

ア 原告らは，本件通知 （上里町）及び廃止条例（上里町）の制定行為につ

いて，被告上里町における同和行政の廃止であることを前提に，代替措置

が採られなかったことから違法であるなどと主張する。

しかし，被告上里町が行ったのは，同和問題を含む人権問題に関する施

策の見直しであって，同和行政を廃止（全廃）したことなどなく，現に，

被告上里町はタ同和問題等を取り扱う人権講演会や人権問題に関する指導

者養成講座を開催 開講するなどして，教育・啓発のための取組をしてい

る･ また，被告上里町の事業としての集会所等は廃止されたが，取り壊さ

れるものを除いて施設自体は地元に移管されて存続し，原告ら（上里町）

も従前と同じように利用することができるし，取り壊される集会所等につ

いても，建物の老朽化等のやむを得ない事情が存在する上，付近には，同

様に利用できる代替施設が存在する。

したがって， 原告らの上記主張は理由がないというべきである。

イ また，原告らは，これまでの同和行政に関する経緯等を指摘して，集会

所等を含めた被告上里町による同和行政の継続べの原告ら(上里町）の信

頼が法的保護に値するものであり，一方的な本件通知（上里町）及び廃止

条例（上里町）の制定行為が信頼保護の原則に違反し違法である旨主張す

】
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、 しかし，そもそも，平成14年に終了した同和対策事業特別措置法等

による特別対策は，時限的，例外的なものであったことなどから，原告

らは，その改廃がされることを予測し得たのであり，被告上里町による

同和対策事業についても，その継続に対して期待を抱くのがもっともで

あるなどとはいえない。したがって，集会所等を含めた被告上里町によ

-18－
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る同和行政の継続に対する原告ら（上里町）の信頼が法的保護に値する

ものであるとはいい難い。

また，原告ら（上里町）は，被告上里町の事業としての集会所等（上

里町）が廃止されたとしても，存続する建物や代替施設を利用して活動

することができるのであって，廃止によって原告ら（上里町）に生じ得・

る何らかの不利益は間接的，付随的な’ものにすぎない。そして，同和対

策事業の継続は，同和地区に対するマイナスイメージの固定化にもつな

がりかねないものでもあるから，必ずしも被差別者に利益のみをもたら

すものともいえず，地域における施策，事業の成果や現状によっては,、

同和問題の解消は一般の人権施策の中で図られるべきであると考えられ

ることをも総合すると，同和対策事業の改廃は，原告ら（上里町）に社

会通念上看過できない損害を生じさせるものとはいえない。

したがって，本件通知（上里町）及び廃止条例（上里町）の制定行為

については，信頼保護の原則は適用されないと いうほかはない｡

（ｲ) なお，同和行政の方針の変更に当たっては，被差別者に何らかの関与

を求めるごとが適切かつ必要であるとしても，被告上里町における同和

行政の方針の変更に当たっては，原告ら（上里町）2名が出席する運動

団体との話合いや地元自治会との協議など，合意形成のプロセスを経た

のであって，これが一方的なものであったなどとはいえない。

㈲ 以上によれば，原告らの上記主張は理由がないというべきである。

（被告深谷市の主張)

本件通知（深谷市）及び廃止条例（深谷市）の制定は，被告深谷市が, 同

和行政・同和教育を人権行政‘人権教育の一般施策の一環として実施すべく

その在り方を見直したことによるものであるところ，本件通知 (深谷市）及

び廃止条例（深谷市）の制定行為には，原告らが主張するような違法はない。

その理由は，以下のとおりである。
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ア 同和行政・同和教育の在り方の見直しによる本件通知（深谷市）及び廃

止条例（深谷市）の制定は，適法適切な目的に基づき，適切な代替措置を

講じた上でされたものであるから，裁量権を逸脱，濫用したものであるな

どといえないことは明らかである。

そもそも，同和地区ないし同和地区の住民に対する特別対策は，本来時

限的なものであること， 差別解消に必ずしも有効ではないこと，継続が実

務上困難であることなどを理由として終了したものであり，現在では，広

く一般市民を対象とする一般対策の一環として同和問題に対応することが

予定されているといえる。被告深谷市の同和行政・同和教育の見直しはこ

れに沿ったものであり，民間運動団体との交渉で同和行政の位置付けの見

直しが話題となったこと，市民の同和問題に関する理解も進み，集会所

（深谷市）が民間運動団体の会員に限らず広く住民に利用されるようにな

るとともに，公民館や自治会館等の施設も同様に利用されるようになって

きたこと，集会所（深谷市）の建物の老朽化が進んでいること，埼玉県内

の他の自治体が同和行政の人権行政への一元化の方針を示したことといっ

た事情をも踏まえている。

また, 行政区域ごとに設置されている公民館において, 本件通知（深谷

市）及び廃止条例（深谷市）の制定以前から行われていた子ども人権推進

事業，家庭教育学級，人権教育指導者研修会及び人権地域懇談会など，人

権教育･ 啓発の推進，生活・教育相談についての事業が，本件通知（深谷

市）及び廃止条例（深谷市）の制定以後も展開されていたし，現在では，

関係各課によって相談や自立支援に係る事業が推進されており，殊に，人

権政策課では，公民館を利用しての生活・教育相談の実施，毎月10日，

25日の人権相談の実施，自治会ごとに設置されている自治会館の利用や

公民館事業への積極的な参加の促し等を行っている。

イ 原告らは，本件通知（深谷市）及び廃止条例（深谷市）の制定行為には
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信頼保護の原則違反があり違法である旨主張する。

しかし，被告深谷市が原告ら（深谷市）に対し同和行政が今後も継続さ

れるという前提での施策への関与を個別具体的に勧告・勧誘した事実はな

いから，それを信頼した原告ら（深谷市）が新たに活動に入って社会通念

上看過できない程度の積極的損害を被ったとはいえない。

また，同和行政・同和教育の在り方を見直すに至った背景事情（上記ア

参照）に照らして，原告ら (深谷市）が今後も集会所事業を始めとする被

告深谷市の同和行政が長期間継続されると信頼するような客観的事情はな

かったし，被告深谷市がかかる信頼を生じさせるような言動をしたことも

ｄ
り

ない。

そして，集会所の利用といった同和行政の継続によって原告ら（深谷

市）にもたらされる利益が法的保護に値する個別具体的なものではないご

とは上記(2)の被告深谷市の主張欄のとおりであるし，同和問題に関する様

々な代替施策が採られていることは上記アのとおりである。

したがって，原告らの上記主張は理由がないというべきである。

(4)争点4（本件各通知及び本件各廃止条例の制定行為等が国賠法1条1項の
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C

適用上違法といえるか）について

（原告らの主張）

ア 本件各通知及び本件各廃止条例の制定により同和対策事業及び本件各集

会所等を廃止したことは ，上記(2)及び(3)の原告らの主張欄のとおり，被告

らが，それぞれ，原告らの同意を得ることなく，その裁量権を逸脱，濫用

して，原告らの「集会所等を同和問題の解決，人権擁護・人権教育のため

の拠点として利用する権利」及び同和対策事業の継続に対する信頼という

原告らの法的利益を違法に侵害したものであり，被告らの故意又は過失も

明らかである。したがって，被告らの上記各行為は，国賠法上違法である‘

そして，原告らは，被告らの上記各行為によって，集会所等を利用でき

’

'
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なくなり，そのために同和問題解決のために行ってきた様々な活動の継続

が不可能になるなどの損害を被った。原告らに生じた精神的苦痛に対する

慰謝料は，原告ら一人当たり100万円を下ることはない。

イ なお，被告本庄市は，本件各集会所等の廃止が本件各廃止条例の制定と

いう立法行為によってされていることから，これが国賠法の適用上違法と

なるのは，原告らに保障されている権利ないし法的利益の侵害が明白であ

る場合に限定される旨主張する。

しかし，本件各廃止条例の制定が，一般的抽象的法規範の定立にとどま

らず，原告らの具体的な権利を侵害するものであることは，上記(2)の原告

らの主張欄のとおりであるから，国賠法の適用を限定すべき根拠はない。

また，仮に，国賠法の適用を限定すべきであるとしても， 被告らの上記各

行為による原告らの権利ないし法的利益の侵害の明白性は，本件各集会所

等の廃止の経緯，目的及び必要性並びにそれによって原告らが被る不利益

の内容，性質及び程度からして，これを肯定することができる。

したがって，被告本庄市の上記主張は理由がないというべきである。

（被告本庄市の主張）

一般に，条例の制定という立法行為が国賠法の適用上違法といえるのは，

その条例の内容が市民に保障されている権利ないし法的利益を違法に侵害す

るものであることが明白な場合に限られると解される6

これを本件についてみると，集会所等（本庄市）の利用に関して， 原告ら

が主張するような特別に保障された権利ないし法的利益などないことは上記

(2)の被告本庄市の主張欄のとおりであるし，原告らは, 集会施設又は公民館

として存続している施設を従前どおり利用できるのであるから，集会所等

（本庄市）の廃止は，原告ら（本庄市）に保障されている集会所等（本庄

市）の利用に関する権利ないし法的利益を侵害するものではない。また，同

和問題を含めた人権問題に関する行政にも広範な裁量が認められるべきであ
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１ り，従前行われてきた同和対策事業の成果や時代のすう勢等を踏まえ，同和

行政を人権行政に一元化するのが妥当であるとした被告本庄市の判断に裁量

権の逸脱・濫用などないことは上記(3)の被告本庄市の主張欄のとおりである。

したがって，原告らが主張する被告本庄市の行為が国賠法上違法といえな

いことは明らかである。

（被告上里町の主張）

上記(3)の被告上里町の主張欄のとおり，廃止条例（上里町）による集会所

等（上里町）の廃止によって，全ての集会所等が利用できなくなってしまう

ということはなく，老朽化等のために取壊しになるもののほかは, 原告ら

(上里町）が従前どおり利用できるよう に存続するし，取壊しになる集会所

等についても, 付近に集会所等と同様に利用できる代替施設が存在するので

ある。また，原告ら（上里町）の集会所等 （上里町）の事業の継続に対する

信頼は何らかの法的保護に値するものでもない。

したがって，原告らの主張する被告（上里町）の行為は， 原告ら（上里

町）の権利ないし法的利益を侵害するものではないから，国賠法上違法とは

いえないし，損害の発生も認められない。

（被告深谷市の主張）

上記(3)の被告深谷市の主張欄のとおり，廃止条例（深谷市）の制定は，被

告深谷市が同和行政・同和教育の在り方を見直したことによるものであって，

適法適切な目的，説明・協議 代替措置及び手続等をもってされたものであ

るし，原告ら（深谷市）の集会所（深谷市）の存続への信頼は法的保護に値

するものとはいえない。

したがって，原告らの主張する被告深谷市の行為が国賠法上違法であると

はいえない。

なお，原告らは，従前と同様の人権教育b人権擁護活動推進のために公民

館や自治会館を利用することが十分可能であるから，損害の発生も認められ
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蕊g 当裁判薪鎌判断

1 争点1（本件各通知に処分性があるか）に-つい-て

抗告訴訟の対象となる行政鍵分とば’公権力'>主体たる国又は公共鰯錬溌行

う行為”うち，そ鐘行為によっ-更這接鬮民の権剥義蕊を蕊成し，又ば"驚鎌範畷

を確定すること力;糠津上認められているものをいうと解される（最高裁瑠和3

0年2 鴬24H第一小瀧延刺決。民集9:\2号217頁，最高裁昭和3 9\1

（)月29侭第一．… 小法廷判決ゞ民蕊].8巻8号l 809貰霧照)*

こｵﾙを本件各通知#こついてみると、前記前擬と職る事実，証樋（甲ロ9‘甲

ハ10，甲二8》藍""1)及び弁論の全趣旨“よれば，本件各通知は, IM,-"t,

漁，被告ら" 1::|慧畷翼は町長もがⅧそれぞｵﾙW:部落解放騎嶬鶴玉県連合鐸迂簿し

て，同和対策事業'>基本方針及び民悶運鋤鰯捧ﾊ､の対応”方識･を変更する二と

やその内辮等を事実上通知したものにすぎないと認められ,，これらによ電冒》て、

徽接，嫌告らを含む懐民の何らかの権利義務が形成さ＃1,,又はその鍵瀧が確潅

されるもの‘とはいえない。

したがって，率鉾各競知にば処分雛がないというべきで識ろ．

2 争点2（率件各廃ik条例鰊制定行為に処分性誠あるか〉鯨ついて

（1〉条例の制定行為は，普瀧堆方公共団体の議会が行う立法作用に属す患から，

一般的にば，抗告訴訟の対象となる行政:慾分慰当た患も篭〕でばない力§，他に

行敷癖の幾分;を鋳､っこ《となく、その施行#こより．蔭接，轄罐の個人の蕊荊義

務や法的地位を左右す．るような場合に練，携教庁鯨処分‘と実質的Iこ臓視し得

る§》のとして，抗告訴訟《か簿象と承る行数処分iこ当たると解する’〕が穏当で

為蚤：（最高裁平成21"11j:26日蕊一ﾉI､法廷獅決。民集53巻9､2 1

塗≦l:翼参照）．

（鱗 ぞこで，本件脅廃lk条例鐘制定行為が，行政庁の処分と実質的{恵同擬し得

る場合韓当たるかについて検討寸一る．
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ア 本件各集会所等の設置の目的等からすると，本件各集会所等は，いずれ

も，普通地方公共団体が住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供

するための施設 すなわち「公の施設」（地方自治法244条1項）に該

当するものと認められるところ，普通地方公共団体は，住民の公の施設の

利用について，正当な理由がない限り，これを拒むことはできず（同条2

項），不当な差別的取扱いをすることは許されない（同条3項）。また，

集会所等（本庄市）及び集会所等（上里町）のうち隣保館は，隣保事業

（社会福祉法2条3項11号）のために設けられた施設であるところ，同

事業は「近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図る」ことを目的

とするものであって（同号），その対象は原告ら特定の個人や被差別者に

限定されていない。そして，本件各集会所等の設置の直接の根拠である本

件各設置条例は，いずれも,' 本件各集会所等の利用資格に関して何らの規

定を設けていない（なお，上里町立同和対策集会所の設置及び管理に関す

る条例1条によれば，集会所の設置は同和問題の早期解決を図ることを目

的とする旨明記されているものの，他の条例と同様に，利用資格を原告ら

特定の個人や被差別者に限定していない。） 。したがって，上記各法令上，

本件集会所等を利用することができる者が，原告らや原告らが所属する運

動団体に所属する者に特に限定されるものではない。

ところで，設置条例（本庄市）及び設置条例（上里町）においては，集

会所や隣保館を利用するに当たって, 管理者の許可又は承認を要するもの

とされているが，その許可又は承認の判断は，集会所等の秩序維持や管理

上の支障があるかどうか，設置目的に反するかどうかといった観点からさ

れるのであって，利用しようとする者の個人的な属性は判断の対象ではな

い（なおγ上記各条例における集会所等の設置目的のための活動の主体が

原告らや原告らが所属している運動団体に限定されるものでもないから，
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って，集会所等を利用し得るものが原告らや原告らが所属している運動団

体に所属する者に限定されることもない。）。

以上によれば，本件各設置条例は，本件各集会所等を設置するとともに，

その管理や利用方法に関する事項を一般的に定めたものにすぎないとみる

ほかはなく，特に原告らを含む特定の個人や団体に対して，集会所等の利

用に係る権利を保障したものと解することはできない。したがって，原告

らが，これまで，同和問題の解決のために，本件各集会所等を利用してき

たという実態があることを考盧に入れても，本件各廃止条例の制定によっ

て，直接，原告らの権利義務や法的地位を左右するものではなく，本件各

廃止条例の制定行為を行政庁の処分と実質的に同視することはできないと

いうべきである。

イ これに対し，原告らは，本件各設置条例，人権教育法及び憲法等を根拠
‘ イノj

として，被差別者である原告らには，同和問題の解決という目的達成のた

めに必要不可欠な「集会所等を同和問題の解決, 人権擁護・人権教育のた

めの拠点として利用する権利」が保障されていたのであり，原告らは，本

件各廃止条例の制定行為によって，当該権利を喪失したなどとして，本件

各廃止条例の制定行為には処分性がある旨主張する。

㈱ しかし，そもそも，「集会所等を同和問題の解決，人権擁護・人権教

育のための拠点として利用する権利」の具体的な内容は不明確であると

いわざるを得ない。のみならず，同和問題の解決のための施策の内容は，

時代や地域の実情等に応じて様々なものが考えられることからすると

（前記前提となる事実のとおり，同和対策事業特別措置法等による特別

対策は平成14年に終了し, 一般対策へと移行している。）ゥ集会所等

の設置の究極の目的が同和問題の解決にあるとされていたことをもって，

直ちに，その設置の根拠法令上，被差別者である原告ら特定の個人に対

して，集会所等の利用に関する権利が保障されているとの帰結が導かれ
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るものではない。そして，地方自治法，社会福祉法及び本件各設置条例

が，特定の個人や団体に対して，集会所等の利用に関する何らかの具体

的な利益・権利を保障したものと解することができないことは，上記ア

において説示したとおりである。

さらに，人権教育法は，同和問題に対する施策を含む人権教育及び人

権啓発に関する施策の推進について，国, 地方公共団体及び国民の責務

を明らかにすると ともに，必要な措置を定め，もって人権の擁護に資す

ることを目的として（1条），人権教育及び人権啓発の基本理念 国，

地方公共団体及び国民の責務等を規定したものであるところ（3条以

下），その内容は一般的，抽象的なものにすぎず，特定の個人や団体に

対して，集会所等の利用に関する何らかの具体的な権利を保障したもの

と解することはできない6なお, 「国は，人権教育及び人権啓発に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため，人権教育及び人権啓発に

関する基本的な計画を策定しなければならない。」とする同法7条に基

づき国が策定した「人権教育･ 啓発に関する基本計画」（平成14年3

月15日閣議決定。甲イ8，乙二9）及び「地方公共団体は，基本理念

にのっとり，国との連携を図りつつ，その地域の実情を踏まえ，人権教

育及び人権啓発に関する施策を策定し，及び実施する責務を有する。」

とする同法5条に基づき被告らがそれぞれ策定した人権教育及び人権啓

発に関する施策（甲ロ1，甲ハ1，甲二1）も同様の性質のものである

ことは，上記各条項の規定及び上記計画や施策の内容（いずれも，人権

教育及び人権啓発に係る施策の経過や現状を確認し, 以後の基本的な方

針を一般的，抽象的に定めたものにすぎない。）に照らして明らかであ

る。

(ｲ）また，原告らは，集会所等がパブリック・フォーラムとしての性質を

有することから，原告ら特定の個人に対する本件各集会所等の利用に関
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する憲法上の権利が導かれ，当該権利が本件各廃止条例の制定によって

直接影響を受ける旨主張する。

しかし，パブリック・フォーラムに当たる公共施設を設置し，これを

維持するかどうかは，当該公共施設の設置者の裁量の問題であるという

べきであって，集会の自由（憲法21条1項）及び生存権（同法25条

1項）を根拠とした当該施設の利用に関する権利は，当該施設の設置，

利用等に関する法令の定めをもって初めて具体化されるものというほか

はない。しかるところ, 上記アにおいて指摘したとおり，本件各集会所

等の設置 利用等に係る法令の定めは，原告ら特定の個人や団体に対し

て集会所等の利用に係る権利を保障したものと解することはできないも

のであり ，集会所等が果たしてきた機能や重要性等に関して原告らが種

々主張するところを踏まえても，憲法が，原告ら特定の個人に対して，

同和問題に関する施策の一つである集会所等の利用に関する具体的な権

利を保障したものと解することはできない。

以上によれば，原告らの上記主張は採用することができない6
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（ｳ）以上によれば，原告らの上記主張は採用することができない。

(3)以上の次第で, 本件各廃止条例の制定行為は，直接，原告ら特定の個人の

権利義務や法的地位を左右するものとはいえず，行政庁の処分と実質的に同

視することはできないから，当該制定行為には処分性がないというべきであ

る。

3 争点4（本件各通知及び本件各廃止条例の制定行為等が国賠法1条1項の適

用上違法といえるか）について

(1)原告らは，被告らが，本件各通知及び本件各廃止条例の制定により同和対

策事業及び本件各集会所等を廃止したことは，被告らの裁量権を逸脱,､濫用

して，原告らの「集会所等を同和問題の解決，人権擁護・人権教育のための

拠点として利用する権利」を侵害するものであるとともに，原告らの同和対

策事業の継続に対する法的保護に値する信頼を破壊するものであったとして，

』
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国賠法上違法である旨主張する。

しかし，地方議会の議員は，条例の制定に関しては，原則として，住民全

体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり，個別の住民の権利に対応し

た関係での法的義務を負うものではないから，地方議会の条例の制定行為が

国賠法1条1項の規定の適用上違法の評価を受けるのは，当該条例の内容が

憲法又は法律の一義的な文言に違反しているにもかかわらず議会があえてこ

れを制定する場合や，当該条例の内容が住民に憲法上又は法律上保障されて

いる権利を違法に侵害するものであることが明白な場合など，容易に想定し

難いような例外的な場合に限られるものというべきである（最高裁昭和60

年11月21日第一小法廷判決・民集3，9巻7号1512頁，最高裁平成1

7年9月14日大法廷判決・民集59巻7号208 7頁参照）。

そこで，本件各廃止条例の制定行為が上記例外的な場合に該当するかどう

かという見地から，原告の上記主張の当否について検討することとする。

(2)まず，原告らの「集会所等を同和問題の解決，人権擁護・人権教育のため

の拠点として利用する権利」が違法に侵害されたことを理由に，本件各廃止
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条例の制定行為が国賠法の適用上違法であるとする点についてみる。

ア 上記(1)において説示したところによれば,本件各廃止条例の制定行為が

国賠法の適用上違法というためには，原告らが主張する「集会所等を同和

問題の解決，人権擁護･ 人権教育のための拠点として利用する権利」が，

憲法上又は法律上保障されていることを要すると考えられるところ, 原告

らは，上記権利が保障されている根拠として, 憲法（21条1項，25条

1項）及び人権教育法を挙げる。

しかし，上記2において説示したとおり，「集会所等を同和問題の解決，

人権擁護・人権教育のための拠点として利用する権利」の具体的な内容は

不明確であるといわざるを得ない上，人権教育法によって，原告らに「集

会所等を同和問題の解決，人権擁護・人権教育のための拠点として利用す

叫
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る権利」が保障されていると解することはできない。

また，上記2において説示したところによれば，集会の自由（憲法21

条1項）や生存権（憲法25条1項）を根拠とした当該施設の利用に関す

る権利は，当該施設を設置し，利用等に関する法令の定めをもって初めて

具体化されるものというほかはなく，これらの憲法の規定から直ちに，原

告らの主張する権利が保障されているとみることもできない。

以上のとおり，原告らが主張する権利を肯定することができない以上，

本件各廃止条例の制定行為が，その権利を侵害するものとして国賠法の適

用上違法であるということはできない｡

イ のみならず，仮に，原告らの主張する権利が憲法又は法律によって保障

されているとみる余地があるとしても，集会所等の廃止については，時代

の状況や地域の実情，集会所等の利用の実態及び状況等，集会所等を取り

巻く諸事情を総合的に考盧した上でされる設置者の政策的な裁量判断に委

ねられているものと解するのが相当である。この点，原告らは，集会所等

の廃止は部落差別の解消が達成した後でなければ原則として許されず，廃

止にやむを得ない理由があったとしても，同程度に機能を果たし得る代替

措置が採られなければならないと主張するが，部落差別の実情や改善の程

度，代替措置の有無や有効性は，上記裁量判断において考慮される諸事情

の一つにすぎないとみるべきである。

しかるところ，証拠（甲イ8，乙口4～6，8，乙ハ1～7，9，10

の1．2，乙二7～12）及び弁論の全趣旨によると，①平成14年に特

別対策が終了した背景として，同和地区と周辺地域との格差が解消されて

きていること, 同和施策は，本来全国民に受益が及ぶように講じられるべ

きものであり，特別対策は飽くまでも例外的なものであって，特別対策の

手法が差別の解消という目的と調和し難い側面があること，のみならず，

特別対策の継続が同和地区のマイナスイメージの固定化につながりかねな
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いなど，特別対策は，同和問題の解決に有効とはいえず，なお存在する格

差の背景にある様々な要因に応じて対策を講じるべきと考えられること，

大規模な人口移動により，地区・対象を限定した施策の継続力疾務上困難

になってきていることなどが挙げられていたこと，②本件各廃止条例の制

定は，被告らが，それぞれ，上記の指摘を踏まえた上で，特別対策から一

般対策への移行の中で，本件各集会所等の使用の実情からうかがわれる集

会所等の事業の成果，建物の老朽化の状況，近隣の公民館等の集会施設の

有無，集会所等で行っていた事業の移管の可能性，地元自治体の意向及び

近隣自治体の動向などの諸般の事情を総合考慮してされたものであること

などが認められる。

そして，上記のような総合考盧の基礎となった重要な事実に誤認がある

と認めるに足りる証拠はなく，又はそれに対する評価が合理性を欠くこと

をうかがわせる事情もないことを併せ考盧すると，本件各廃止条例の制定

行為が，被告らの裁量権を逸脱，濫用したものであることが明白であるな

どとはいえない。なお，原告らは，本件各廃止条例の制定過程において，

原告ら被差別者やその運動団体が何ら手続的な関与をすることができなか

ったことを指摘するが，そのような事情によって，本件各廃止条例の制定

行為に明白な違法があるか否かの判断が直ちに左右されるものとはいい難
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ウ 以上によれば，原告らの主張に係る上記権利が違法に侵害されたことを

理由に，本件各廃止条例の制定行為等が国賠法の適用上違法であるという

ことはできない。

(3)次に，本件各通知及び本件各廃止条例の制定により同和対策事業及び本件

各集会所等を廃止したことが，集会所等の事業を含む同和対策事業の継続に

対する信頼という原告らの法的利益を侵害するものであったから国賠法上違

法であるとする点についてみる。
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ア 地方公共団体の施策を住民の意思に基づいて行うべきものとするいわゆ

る住民自治の原則は地方公共団体の組織及び運営に関する基本原則であり，

地方公共団体のような行政主体が将来にわたって継続すべき一定の施策を

決定した場合でも，上記施策が社会情勢の変動等に伴って変更されること

があることはもとより当然であって，地方公共団体は原則として上記決定

に拘束されるものではない。地方公共団体による一定の施策の継続に対す

‘る特定の者の信頼が国賠法の適用上法的保護に値するものというためには，

当該地方公共団体が，単に一定内容の継続的な施策を定めたために，当該

特定の者がその継続を信頼していたというのでは足りず，当該地方公共団

体が，当該特定の者に対して当該施策に適合する特定内容の活動をするこ

とを促す個別的，具体的な勧告ないし勧誘を行い，かつ，その活動が相当

長期にわたる当該施策の継続を前提として初めてこれに投入する資金又は

労力に相応する効果を生じ得る性質のものであるような場合であることを

要するというのが相当である。そして，上記施策が変更されることにより，

上記勧告等に動機付けられて上記活動に入った者が，その信頼に反して所

期の活動を妨げられ，社会通念上看過し得ない程度の積極的損害を被る場

合に，当該損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更

することは，それがやむを得ない客観的事情によるのでない限り,当事者

間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法となり，地方公

共団体の不法行為責任を生ぜしめるものというべきである。（最高裁昭和

56年1月27日第三小法廷判決・民集35巻1号35頁参照）

イ そこで，原告らの集会所等の継続を含む同和対策事業の継続に対する信

頼が法的保護に値するものであったといえるかどうかについて検討する。

（ｱ）被告らが，原告ら特定の個人に対して, 個別的，具体的に，集会所等

の事業の継続を含む同和対策事業の継続を前提に，それに適合する特定

内容の活動をすることを促す勧告ないし勧誘を行ったことを認めるに足

●

●

●

●● 、 ●

●

●

● ●

● ●

｡ ●
●

Q

［

I

:1
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りる証拠はない（なお，被告らが特別対策の終了後，一般対策に移行す

る中で，集会所等の事業を維持し，推進する旨の方針を公表し，又は原

告らが所属する運動団体からの要望に対して， その旨を回答していたと

しても（甲ロ1～8，24，甲ハ1～9，甲二1～7），これらが原告

ら特定の個人に対する個別的，具体的な勧告ないし勧誘に当たらないこ

とは明らかである。）。のみならず，原告らが，集会所等の事業や同和

対策事業のために，個人的な資金又は労力を投入したことを認めるに足

りる証拠もない。

したがって，原告らの集会所等の継続を含む同和対策事業の継続に対

する信頼が法的保護に値するものということはできない。

(ｲ）これに対し，原告らは，原告らの集会所等の継続を含む同和対策事業

の継続に対する信頼が法的保護に値することの根拠として，同和問題の

性質上，集会所等の設置を含む同和行政に関する施策の決定，変更には

意見聴取その他被差別者の参加の手続の履践が求められること，それま

で原告らが所属する運動団体が被告らとそれぞれ行政交渉を行ってきた

I

●

●

●

● b ●

●

□

● ●

● ●

● ●
●

0

v－f

『

I

ことなどを指摘する。

しかし，条例の制定過程において，どのような審議や手続を経るかは，

議会が，必要な情報を取捨選択した上で，様々な事情を総合考慮して，

その裁量の下で判断すべきことであり，本件各廃止条例の内容が同和問

題の施策に関するものであるからといって，被告らの議会における審議

の過程において，原告らを含む被差別者の参加の手続が必要不可欠なも

のであったことをうかがせる事情はない。

そして，上記の点に，特別対策についてその成果や弊害についての認

識を踏まえた上で，平成14年に国による特別対策が終了し，被告らに

おいても一般対策への移行の過程にあったという同和対策を巡る時代状

況や, 被告らが運動団体との間で行ってきた行政交渉は法令上の根拠が

：

1

０
』
■
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あるものではないことなどを併せ考慮すると，原告らが指摘する上記事

情によって原告らの集会所等の継続を含む同和対策事業の継続に対する

信頼が法的保護に値するものということはできない。

ウ 以上によれば，原告らが集会所等の継続を含む同和対策事業の継続を信

頼していたとしても，当該信頼は法的保護に値するものということはでき

Ｌ
日
‐
喝
“
‐
Ｉ

ない。

したがって，原告らに社会通念上看過し得ない程度の積極的損害が発生

したか否かなどについて判断するまでもなく，集会所等の事業を含む同和

対策事業の継続に対する信頼という原告らの法的利益を侵害することを理

由に, 本件各廃止条例の制定行為等が国賠法の適用上違法であるというこ

とはできない。

結論

以上の次第で,原告ら(原告｜ ｜及び原告’ ｜を除く｡）の各訴
のうち，金銭請求以外の請求に係る部分，すなわち，本件各通知の無効確認

4●
●

●

k l● ● 。

●

■

● ●

(

’61● ●

えのうち，● ●
． ●

Q ！

及び本件各廃止条例の制定行為等の取消し又は無効確認請求に係る部分は，い

ずれも不適法であるからこれを却下すべきであり,原剴 ｜除く原告ら
の金銭請求はいずれも理由がないからこれを棄却すべきである。 j

また,前記前提となる事実のとおり,原告｜ ｜は平成■年■月■日
に死亡したところ，その金銭請求以外の請求，すなわち，本件通知（本庄市）

及び廃止条例（本庄市）の制定行為の各無効確認請求に係る訴えの原告適格を

基礎付ける実体法上の権利義務関係が相続による承継の対象となるものとは解

されないから,当該請求に係る訴えは‘原告｜ ｜の死亡により当然終了し
たものというべきである。

よって，主文のとおり判決する。

さいたま地方裁判所第4民事部

剣

‐34－
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ノじ』、 原 三裁判長裁判官 田

児拓鈴 木裁判官

1

政 和裁判官 畑
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別紙11
b

ﾛ

当 事 者 目 録

’

１
１
割
Ｉ埼玉県本庄市

原

埼玉県本庄市

原

’

生
ロ

．

生
ロ

卜

同所

訴訟承継人亡■■

■告
・

亡

訴訟承継人

｜

Ｉ
１

１
Ｉ

原

埼玉県本庄計■■
原

埼玉県本庄市■■
原

埼玉県本庄市■■
原

埼玉県本庄市■■
原

埼玉県児玉郡上里町｜
原

埼玉県児玉郡上里町

原

埼玉県深谷市■■
原

埼玉県深谷市■■
原

埼玉県深谷市■■

生
ロ

●
●

●

● p ●呵ゼ 生口

ぶ ‘ ●

●

● の ，

● ●

f

1

C ●
●

｡色

｜

’

生ロ
生ロ

’

生
口二隻。。 Ｉ

Ｉ
｜
Ｉ

’

生ロ

’
’

生ロ

’
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ロ

1

’’

生
ロ

＃
E

原

埼玉県深谷市｜
原

埼玉県深谷胡
原

埼玉県深谷市｜
原

埼玉県深谷市l
原

埼玉県深谷市I
原

埼玉県深谷市l
原

’
｜

’

’

生ロ

’

Ｉ
ｒ
－

Ｉ

生ロ
生
口

P

1

生口
生ロ

●
●

●

● ● ●

●

●

● ●

● ●

● ●
●

●

軸
心

町

生ロ

1

原告ら訴訟代理人弁護士

同

河
指

谷

村

宿

健
昭

夫９

’

同 和 一 郎田

埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号

被 告

’ 同 代 表 者 市 長

同 指 定 代一理 人

同

同

同

同

同

本 庄 市

田 信 解

尾 直 行

川 正

山 茂 俊

山 秀 明

森 正 弘

田 実 紀 夫

士ロ
赤

市
杉

中

「

三

内

I
埼玉県児玉郡上里町大字七本木5518

‐37 ‐
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卜

上
関

関
山

金

町被 告

同 代 表 者 町 長

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士

同 指 定 代 理 人

同

埼玉県深谷市仲町11番1号

里

孝
幸

道
男

隆
孝

根

口

田
井

'。

市被 告

同 代 表 者 市 長

同訴 訟 代 理 人 弁 護 士

深
小

内
仁

山
安

内

谷

島
野

平
口

部
野

淵

進

経 一 郎

志 奈 子

暢 子

敏 広

令 四 郎

朋 子
同

同
同

同
同

同
同

同
同

同
同

Ⅳ

●‐
●

●

● ● ●
軸

、 ●

＄

● ●

● ◆

田● ●
●

●⑱

奥
若

樫
大

加
新

日
日

一ユロー

畠

由 佳

あ り さ

孝 成

有 紀 子

武

山
村

屋
藤

指 定 代 理 人4

田
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別紙2

集 会 所 等 目 録

1 本庄市

（1）集会所

本庄市立けや木集会所，本庄市立万年寺集会所，本庄市立宮本町集会所，本

庄市立児玉塩谷集会所, 本庄市立児玉大道集会所，本庄市立児玉秋山集会所，

本庄市立児玉吉田林集会所，本庄市立児玉山王集会所，本庄市立児玉宮内集会

所，本庄市立児玉下浅見集会所，本庄市立児玉元田集会所，本庄市立児玉中央

集会所，本庄市立児玉大久保集会所

（2）隣保館

本庄市東台会館，本庄市児玉隣保館

可

‐
尚
冒
‐
ｂ
‐
も

I

ll

f

●

● ●

●

● ●

●

● ●

巳’
●

●
。 2 上里町

●
● (1)集会所

上里町立同和対策立野集会所，上里町立同和対策堀込集会所；上里町立同和

対策本郷集会所，上里町立同和対策五丁目集会所，上里町立同和対策三町集会

所, 上里町立同和対策堤集会所

(2)隣保館

上里町立隣保館

3 深谷市

人見集会所，横瀬集会所，折之口集会所，東方集会所，大谷集会所，南岡集会

所，本郷集会所，榛沢集会所，本田第’集会所，長在家集会所，前藤集会所，春

日丘集会所，花園集会所

ｌ
孟
３
４
帥
叩
■
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別紙3

設 置 条 例 の 関 連 規 定

1 設置条例（本庄市）

(1)本庄市立集会所設置及び管理に関する条例

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条第1項の規定に1条（設置）

よる公の施設として，本庄市立集会所（以下「集会所」という。）を

別表のとおり設置する。

(別表）

『

名称 位置

本庄市立けや木集会所

本庄市立万年寺集会所

●

●
●

、

● ● ●

●

●

● ●

● ●

● ●
●

●

本庄市立宮本町集会所
ぷ

P

本庄市立児玉塩谷集会所■
●

。

本庄市立児玉大道集会所

本庄市立児玉秋山集会所

本庄市立児玉吉田林集会所 (いずれも略）

本庄市立児玉山王集会所

本庄市立児玉宮内集会所
d Q

I

本庄市立児玉下浅見集会所

本庄市立児玉元田集会所
1 1

本庄市立児玉中央集会所

本庄市立児玉大久保集会所

2条（目的） 集会所は，同和問題をはじめとしたあらゆる人権問題の解決を図り，

もって人権教育推進の場とするとともに，住民の福祉を増進すること

を目的とする。一一 ’一
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3条（運営委員会） 集会所の円滑な運営を図るため，集会所に本庄市立集会所運営委員

会を置く。

集会所を利用しようとする者は，市長の許可を受けなければならな5条（利用の許可及 1項

い。許可された事項を変更しようとするときも，同様とする。びその取消し）

2項

条件を付することができる。

9条（利用の制限） 市長は，次の各号一のいずれかに該当するときは，集会所の利用を許
1 ,

可しない。）

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 集会所の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集会所の管理上支障があると認められるとき。

(4)その他集会所の設置の目的に反すると認められるとき。

7

３
古

ご

心
や

●
心

凸
の

⑩
の

曾

凸
９

● H

●

● ■

〕

(2)本庄市立隣保館設置及び管理に関する条例

０
１
ｌ
ｂ

●
●

●
●

1条（設置） この条例は，社会福祉法（昭和26年法律第45号）第2条の規定に

基づき，地域住民の社会福祉の増進を図るため，本庄市立隣保館（以下

「隣保館」という。） を設置する。

隣保館の名称及び位置は，次のとおりとする。2条（名称及び位置）

名称

本庄市東台会館

位置

(いずれも略）

|本庄市児玉隣保館
隣保館は，市長が管理する。3条（管理）

隣保館は，次に掲げる事業を行う6

(1) 地域福祉に関すること。 ‘

(2) 生活改善向上を図るために必要な事業に関すること。

(3) 生活相談に関すること。

4条（事業）

‐41‐
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(4) 青少年の指導育成に関すること。

(5)その他隣保館の設置の目的を達成するために必要な事業に関するこ
』

ル
ー 0

6条（運営審議会） 隣保館の円滑な運営を図るため，本庄市立隣保館運営審議会を置く。

隣保館の施設を利用しようとする者は，市長の許可を受けなければな

らない。許可された事項を変更しようとするときも，同様とする。

－

8条 1項

(利用の許可）

市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，これを許可しないも2項

のとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(2) 隣保館の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 隣保館の管理上支障があると認められるとき。

(4)その他隣保館の設置の目的に反すると認められるとき。

】

ｊ
十
Ｊ
＃
も
４
４

●
●

●
●

●
●

●

●
●

●
●

、

Ｐ
ｐ

ｊ
ｐ

Ｄ
９

６

分
り

Ｊ
６

市長は，第1項の許可をする場合において，隣保館の管理上必要な条

件を付することができる。

3項

2 設置条例（上里町）

(1) 上里町立同和対策集会所の設置及び管理に関する条例

同和問題の早期解決を図るため，社会同和教育推進の場として，同

和対策集会所（以下「集会所」という。）を設置する。

1条（設置及び目的）

I ． ノ

■

集会所の名称及び位置は，別表のとおりとする。2条（名称及び位置）

(別表）

’名称

上里町立同和対策立野集会所

位置

(いずれも略）上里町立同和対策堀込集会所

上里町立同和対策本郷集会所
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上里町立同和対策五丁目集会所

上里町立同和対策三町集会所

上里町立同和対策堤集会所

集会所は，教育委員会が管理する。

集会所の円滑な運営を図るため，運営委員会を設置する。

集会所の使用許可を受けようとする者は，あらかじめ教育委員会の

許可を受けなければならない。

3条（管理）

4条（運営委員会）

5条（使用の許可）

(2) 上里町立隣保館設置条例
1 1 。

社会福祉法（昭和26年法律第45条）第2条の規定に基づき，地

域住民に対し，生活上の各種相談事業をはじめ地域福祉，保健衛生，

生涯学習等に関する事業を総合的に行い，もって地域住民の社会，経

済，文化等の改善向上を図り，同和問題の早期解決に資するため, 隣

1条（設置）

』 心
、
Ｄ
Ｔ

Ｇ
ｊ

凸

ｊ
も

。

０
，
９

ｈ
ゆ
ぃ
じ
り

●
Ｃ

Ｏ
●

●

●
●

凸

保館を設置する。

2条（名称及び位置）

● ■ リ ブ 0
，B

G （0 ． 隣保館の名称及び位置は，次のとおりとする。

上里町立隣保館 （位置略）

隣保館は，次に掲げる事業を行う。

1 社会調査及び研究に関する事業

3条（事業）

2 相談に関する事業

3 地域福祉に関する事業

4 その他隣保館の設置の目的を達成するのに必要な事業

5条(運営審議会）｜ 隣保館を円滑適切に運営するため，必要に応じ町長の諮問機関とし’

て運営審議会を置く。

運営審議会委員の構成，その他必要な事項は，町長が別に定める。

1項

2項

6条 施設を使用する者は，町長の承認を受けなければならない。ただし，

次の各号の一に該当するときは，承認しない。

1項

I(使用及び制限）
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1 公益を害するおそれがあると認められるとき。

一一

2 管理上支障があると認められるとき。

その他, 町長が使用を不適当と認めたとき。

３

町長は，隣保館の事業に支障がない限り，設置目的以外の事業につ

’
2項

いても，隣保館を使用させることができる。

隣保館の使用料は，無料とする。ただし，設置目的以外の用に供す8条（使用料） 1項
÷ 〆 、

る場合については，別表に定める使用料を前納しなければならない。

（別表）

備考令額（円）使用区分

’ 夜間午後午前

, so' | LOOO1,部屋 ’ 使用時間（記載省略）1.000800500

苧、

前項ただし書の規定にかかわらず，町長が，公用若しくは公共の用

又は公益を目的とする事業の用に供すると認める場合においては，使

用料を免除することができる。

１
の

⑳ 2項
ゆ の 】 の

● FO

D T 叶

わ

● ● ’,『 ？』 さ

● ● ,U ‐、 の

● ● |D T e,O _
● #､ .＆ ’

3 設置条例（深谷市）（深谷市集会所条例）

｜ 基本的人権を尊重し，住民の教養の向上，健康の増進及び生活文化1条（設置）

の振興を図るため，人権教育推進の場として集会所を設置する。

2条（名称及び位置） 集会所の名称及び位置は，別表のとおりとする。

(別表）

｜ 名称
｢頂集会所

位置

I(いずれも略）

｜｜折之口集会所
I

｜
’

’

’
へ
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ｅ

大谷集会所

南岡集会所

本郷集会所

榛沢集会所

本田第1集会所

長在家集会所

前藤集会所

春日丘集会所

花園集会所

集会所は，市長が管理する。

集会所の運営を円滑にするため,集会所ごとに運営委員会（以下「委

3条（管理）

4条（運営委員会）

０
● 員会」という。．）を置く。

４

０
０

９
ｂ

ｐ
９

６

●
●

●
Ｕ

●
●

●

◆
合

ひ
●

7条（委員の委嘱）
④

委員会の委員は，次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
D C

p【
ノ

竃

(1) 市議会議員

(2) 社会教育委員

(3) 市立小，中学校長

(41 社会教育関係団体

(5) 識見を有する者
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